
目
　
　
　
次

告
　
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
予
定
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五

○
道
路
の
供
用
開
始
（
五
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
五

○
道
路
の
区
域
変
更
（
三
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
六

○
河
川
区
域
の
指
定
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七

公
　
　
　
告

○
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知
（
八
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
九
七

○
特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二

教
育
委
員
会

○
落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
二

公
安
委
員
会

○
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
三

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規

○
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
二
〇
三

制
の
一
部
改
正

そ
　
の
　
他

○
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二
〇
六

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
八
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
保
安
林
の
所
在
場
所

笛
吹
市
芦
川
町
鶯
宿
字
深
川
一
七
九
三
地
先
・
一
七
九
五
地
先
・
一
七
九
六
地
先
・
一
七
九
七
地

先
・
一
七
九
八
地
先
・
一
八
〇
〇
地
先
（
以
上
六
筆
地
先
国
有
林
。
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二
　
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
深
川
一
七
九
三
地
先
・
一
七
九
五
地
先
・
一
七
九
六
地
先
・
一
七
九
七
地
先
・
一
七
九
八

地
先
・
一
八
〇
〇
地
先
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

笛
吹
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

山
梨
県
告
示
第
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

韮
崎
南
ア
ル

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
四

一
九
・
五
平
成
二
十
五

プ
ス
中
央
線

二
三
番
の
一
地
先
か
ら

年
三
月
十
八

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
四

日

二
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
九
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一
九
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
五
年

三
月
十
八
日

第
二
千
三
百
七
号

月　曜　日



路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

甲
斐
芦
安
線

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
三
二

一
九
・
五
平
成
二
十
五

二
四
番
地
先
か
ら

年
三
月
十
八

南
ア
ル
プ
ス
市
有
野
字
北
新
田
官
有

日

無
番
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
九
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

市
川
大
門
停

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

三
〇
・
〇
平
成
二
十
五

車
場
線

落
合
前
官
有
無
番
地
先
か
ら

年
三
月
十
八

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

日

落
合
前
六
三
二
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

市
川
三
郷
富

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

三
七
・
〇
平
成
二
十
五

士
川
線

落
合
前
六
三
二
番
の
四
地
先
か
ら

年
三
月
十
八

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

日

落
合
前
六
三
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
南
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

道
路
の

路
　
線
　
名

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

延
　
　
　
長

供
用
開
始
の

種
類

（
メ
ー
ト
ル
）
期
日

県
道

市
川
三
郷
身

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

三
七
・
〇
平
成
二
十
五

延
線

落
合
前
六
三
二
番
の
四
地
先
か
ら

年
三
月
十
八

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門
字

日

落
合
前
六
三
三
番
の
一
地
先
ま
で

山
梨
県
告
示
第
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
一
般
国
道

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

一
九
六



二
　
路
　
線
　
名
　
一
四
〇
号

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
大
字
井
戸
字
豊
岡
一
八
九
番
の
一

旧

四
二
・
一
〜

一
五
・
七

地
先
か
ら

一
三
三
・
一

笛
吹
市
石
和
町
大
字
井
戸
字
豊
岡
一
八
八
番
の
五

地
先
ま
で

新

四
二
・
一

一
五
・
七

山
梨
県
告
示
第
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
白
井
河
原
八
田
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
石
和
町
大
字
井
戸
字
豊
岡
一
八
九
番
の
一

旧

一
一
・
七
〜

二
九
・
一

地
先
か
ら

一
五
・
七

笛
吹
市
石
和
町
大
字
井
戸
字
豊
岡
一
九
八
番
の
三

地
先
ま
で

新

一
一
・
七
〜

二
九
・
一

一
三
・
四

山
梨
県
告
示
第
九
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
峡
東
建
設
事
務

所
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
四
月
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
白
井
甲
州
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
居
屋
敷
二
六
一
番
の
一

旧

一
〇
・
〇
〜

三
三
・
〇

地
先
か
ら

二
二
・
三

笛
吹
市
御
坂
町
八
千
蔵
字
諏
訪
原
四
四
六
番
の
一

地
先
ま
で

新

一
〇
・
〇
〜

三
三
・
〇

四
〇
・
八

山
梨
県
告
示
第
九
十
八
号

一
級
河
川
早
川
に
係
る
河
川
区
域
の
指
定
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
告
示
第
百
四
十
九
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

第
十
一
号
図
か
ら
第
二
十
一
号
図
ま
で
に
係
る
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

（
「
次
の
よ
う
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
図
面
を
山
梨
県
県
土
整
備
部
治
水
課
及
び
峡
南
建
設
事

務
所
身
延
河
川
砂
防
管
理
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

公
　
　
　
告

'
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

一
九
七



指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
桑
久
保
字
下
和
見
沢
八
六

曽
根
代
三

上
野
原
市
桑
久
保
字
下
和
見
沢
八
七

楠
野
幸
子

上
野
原
市
棡
原
字
井
戸
入
二
二
二

石
井
幸
徳

上
野
原
市
鶴
島
字
上
河
原
二
五
八
二

長
田
昌
司

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
六
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
大
曽
根
字
橘
古
沢
二
九
九
か
ら
三
〇
二
ま
で

●
部
茂
一

上
野
原
市
大
曽
根
字
橘
古
沢
三
一
〇
の
内
一

佐
々
木
小
市
郎

上
野
原
市
桑
久
保
字
高
間
沢
一
三
二
三
の
一

東
條
宗
憲

上
野
原
市
大
倉
字
一
ノ
沢
一
六
六
五
乙

安
藤
正
夫

上
野
原
市
大
倉
字
一
ノ
沢
一
六
七
二

細
田
平
左
ヱ
門

上
野
原
市
西
原
字
夏
地
三
〇
七
九
の
一

船
木
周
作

上
野
原
市
西
原
字
糠
小
屋
七
二
一
七
の
一
二
（
次
の
図
に
示
荒
井
賢
太
郎

す
部
分
に
限
る
。）、
七
二
一
七
の
一
一

上
野
原
市
棡
原
字
新
屋
三
八
二
九

鷹
取
作
太
郎

上
野
原
市
棡
原
字
下
椿
六
五
一
三
の
三
（
次
の
図
に
示
す
部
鷹
取
榮

分
に
限
る
。）、
六
四
八
〇
の
一

上
野
原
市
棡
原
字
大
原
七
六
〇
七

本
光
寺

上
野
原
市
棡
原
字
照
合
九
〇
六
四
、
九
〇
六
五

鷹
取
貞
伴

上
野
原
市
棡
原
字
日
武
連
一
一
五
九
七
、
一
一
五
九
九
、
一
岡
田
隆
志

一
五
九
九
内
一

上
野
原
市
棡
原
字
西
窪
一
七
四
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
石
井
幸
徳

る
。）、
字
清
水
七

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

一
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１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
二
十
四
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
桑
久
保
字
上
和
見
沢
一
五
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
牧
野
八
十

す
部
分
に
限
る
。）

上
野
原
市
西
原
字
腰
掛
六
一
一
の
九

長
田
木
夫

上
野
原
市
棡
原
字
金
山
一
一
四
一
八

威
王
院

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
五
十
五
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
秋
山
字
神
場
指
四
九
四
〇
の
四

天
野
正
勝
、
小
池
三
郎

上
野
原
市
秋
山
字
竹
の
沢
七
一
七
〇
の
四
、
七
一
七
〇
内
一
佐
藤
裕
計

上
野
原
市
秋
山
字
日
蔭
七
三
三
四
、
字
日
向
原
七
三
二
四

井
上
公
正

上
野
原
市
秋
山
字
尾
廣
沢
七
三
七
六
・
七
三
七
八
（
以
上
二
合
資
会
社
安
藤
薬
局

筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

上
野
原
市
秋
山
字
石
打
場
七
九
〇
九
、
七
九
三
三
の
五
、
七
安
留
源
吉

九
三
三
の
六

上
野
原
市
秋
山
字
石
打
場
七
九
四
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
安
留
義
秋

山
梨
県
公
報
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に
限
る
。）

上
野
原
市
秋
山
字
東
棚
入
一
二
九
〇
一
の
三

上
野
瀧
次
郎

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
三
十
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
西
原
字
飯
尾
川
六
〇
五
七
、
六
〇
五
八
、
六
〇
五
奈
良
万
左
エ
門

八
内
一

上
野
原
市
西
原
字
飯
尾
川
六
〇
五
九

降
矢
清
右
ヱ
門

上
野
原
市
西
原
字
宮
沢
六
八
八
三
の
二
、
六
八
八
八
の
二

古
家
寛
三
郎

上
野
原
市
西
原
字
宮
沢
六
八
九
三
の
一
二

宇
津
木
久
雄

上
野
原
市
棡
原
字
和
田
原
乙
六
五
七
五

鷹
取
嘉
重

上
野
原
市
棡
原
字
城
山
九
一
六
五
、
九
三
三
五
、
九
三
三
六
鷹
取
貞
伴

上
野
原
市
西
原
字
横
田
和
一
二
七
六
五
、
一
二
七
六
七

水
越
正
平

上
野
原
市
棡
原
字
家
向
一
四
〇
六
三
の
二

●
橋
●
光

上
野
原
市
棡
原
字
家
向
一
四
〇
八
三
の
二
、
一
四
一
一
四
、
●
橋
孝
知

一
四
一
一
五
、
一
四
一
一
七
の
一
、
字
向
原
下
一
四
三
九
三

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
五
十
九
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
〇
〇



三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
大
曽
根
字
登
下
沢
八
一
八
の
二

山
口
嘉
平

上
野
原
市
西
原
字
美
流
沢
六
八
一
二
の
三

古
家
寛
三
郎

上
野
原
市
西
原
字
美
流
沢
六
八
一
七
の
三

古
家
博
敏

上
野
原
市
西
原
字
平
野
田
向
七
三
〇
七
の
二
・
七
三
〇
八
の
降
矢
弘
仲
、
降
矢
秀
忠
、
降
矢
武

二
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

彦

上
野
原
市
西
原
字
鶴
槙
沢
七
四
五
八
の
二
（
次
の
図
に
示
す
洞
泉
寺

部
分
に
限
る
。）

上
野
原
市
棡
原
字
向
原
下
一
四
三
九
四

鷹
取
省
作

上
野
原
市
棡
原
字
向
原
下
一
四
四
一
一
の
一

●
橋
孝
知

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

上
野
原
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

２
　
そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
十
一
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
野
田
尻
字
上
宿
八
六
五

溝
呂
木
友
治
郎

上
野
原
市
野
田
尻
字
野
田
尻
五
八
七

和
智
信
三

上
野
原
市
野
田
尻
字
野
田
尻
五
八
九

溝
呂
木
ぬ
い

上
野
原
市
西
原
字
内
大
四
七
八
二
の
三

宝
珠
寺

上
野
原
市
西
原
字
高
根
沢
四
七
八
三
の
三

宇
津
木
金
二
郎

上
野
原
市
西
原
字
方
屋
五
一
〇
二
の
一
、
五
一
一
三
の
一

宇
津
木
●
次

上
野
原
市
西
原
字
方
屋
五
一
一
五

武
原
栖
光

上
野
原
市
西
原
字
沢
入
六
〇
〇
三
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
降
矢
清
右
ヱ
門
、
奈
良
勇
三
郎

限
る
。）

上
野
原
市
西
原
字
沢
入
六
〇
四
三
の
二

奈
良
万
左
エ
門

上
野
原
市
棡
原
字
湯
口
一
三
五
七
六
の
三

石
井
義
致

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
〇
一



二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び

上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
十
六
号

'

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
不
分
明
通
知

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十

三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
相
手
方
の
所
在
が
不
分
明
な
た
め
、
同
法
第
百
八
十
九
条
の
規
定

に
よ
り
、
通
知
の
内
容
を
上
野
原
市
役
所
に
掲
示
し
た
の
で
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
通
知
の
相
手
方

指
定
施
業
要
件
変
更
保
安
林
の
所
在
場
所

通
知
の
相
手
方

上
野
原
市
野
田
尻
字
王
勢
篭
平
二
一
四
四
の
一
、
二
一
四
四
網
野
裕
巳
、
織
田
一
男

の
六
、
二
一
四
四
の
八

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か
ん

養

三
　
変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

（一）

立
木
の
伐
採
の
方
法
　
　

１
　
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２
　
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３
　
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（二）

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
梨
県
庁
及
び
上
野
原
市
役
所
に
備
え
置
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。）

四
　
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
変
更
の
告
示

平
成
二
十
五
年
一
月
二
十
四
日
農
林
水
産
省
告
示
第
三
百
五
十
七
号

'

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律

第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
も
の
と
み
な
さ
れ
た
次
の

特
定
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

南
巨
摩
郡
南
部
町
万
沢
字
宮
下
一
万
千
八
百
七
番
地
三
　
杉
山
地
区

二
　
特
定
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

南
巨
摩
郡
南
部
町
福
士
二
万
八
千
五
百
五
番
地
二
　
南
部
町
長
　
佐
野
和
広

教
育
委
員
会

'

落
札
者
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
千
九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ

シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係
る
も
の
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
教
育
委
員
会
教
育
長
　
　
瀧
　
　
田
　
　
武
　
　
彦

一
　
落
札
に
係
る
役
務
の
名
称
及
び
数
量

山
梨
県
立
図
書
館
移
転
・
配
架
業
務
　
一
式

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

山
梨
県
教
育
庁
社
会
教
育
課
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
四
年
六
月
二
十
二
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
〇
二



四
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

日
本
通
運
株
式
会
社
山
梨
支
店
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
二
丁
目
二
十
六
番
一
号

五
　
落
札
金
額

一
千
三
百
二
十
三
万
円

六
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

七
　
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
二
十
四
年
五
月
十
四
日

公
安
委
員
会

山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
二
号

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
の
二
の
表
三
の
項
中
「
山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川
町
大
椚
七
二
七
番
地
三
」
を
「
山
梨
県
南

巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳
町
字
調
整
地
一
、
五
六
八
番
二
地
」
に
改
め
る
。

附
　
則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
三
十
二
号

高
速
自
動
車
国
道
中
央
自
動
車
道
等
の
自
動
車
の
通
行
の
禁
止
制
限
そ
の
他
の
交
通
規
制
（
昭
和
四

十
九
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
告
示
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
関
係
道
路
標
識
等
が

設
置
又
は
撤
去
さ
れ
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
山
梨
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和

三
十
五
年
山
梨
県
公
安
委
員
会
規
則
第
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
公
安
委
員
会

委
員
長
　
　
櫻
　
　
井
　
　
　
　
　
洋

別
表
第
一
中

「
一
二
二

中
央
自
動
車
道

都
留
市
下
谷
四
丁
目
一

自
動
車

終
日

高
速
平
成
二
三
年
七

富
士
吉
田
線
（

、
〇
三
一
番
地
一
先
か

月
二
八
日

都
留
イ
ン
タ
ー

ら
都
留
市
つ
る
四
丁
目

告
示
第
六
六
号

チ
ェ
ン
ジ
Ｄ
ラ

一
、
一
五
一
番
地
五
先

ン
プ
ウ
ェ
イ
）

ま
で
（
本
線
下
り
線
流

出
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
）
（

二
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

を「
一
二
二

中
央
自
動
車
道

都
留
市
下
谷
四
丁
目
一

自
動
車

終
日

高
速
平
成
二
五
年
三

富
士
吉
田
線
（

、
〇
三
一
番
地
一
先
か

月
一
八
日

都
留
イ
ン
タ
ー

ら
都
留
市
つ
る
四
丁
目

告
示
第
三
二
号

チ
ェ
ン
ジ
Ｄ
ラ

一
、
一
五
一
番
地
五
先

ン
プ
ウ
ェ
イ
）

ま
で
（
本
線
下
り
線
オ

フ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
）
（

二
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
二
三

中
部
横
断
自
動

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

自
動
車

終
日

高
速
平
成
二
五
年
三

車
道
（
増
穂
イ

川
町
青
柳
町
六
五
五
番

月
一
八
日

ン
タ
ー
チ
ェ
ン

地
先
（
下
り
線
と
の
分

告
示
第
三
二
号

ジ
）

離
部
）
か
ら
山
梨
県
南

巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳

町
六
九
六
番
地
一
先
（

下
り
線
と
の
合
流
部
）

ま
で
（
本
線
上
り
線
オ

フ
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
）
（

一
四
〇
メ
ー
ト
ル
）

一
二
四

中
部
横
断
自
動

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

自
動
車

終
日

高
速
平
成
二
五
年
三

車
道
（
増
穂
イ

川
町
青
柳
町
六
九
六
番

月
一
八
日

ン
タ
ー
チ
ェ
ン

地
一
先
（
上
り
線
と
の

告
示
第
三
二
号

ジ
）

分
離
部
）
か
ら
山
梨
県

南
巨
摩
郡
富
士
川
町
青

柳
町
六
五
五
番
地
先
（

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
〇
三



上
り
線
と
の
合
流
部
）

ま
で
（
本
線
下
り
線
オ

ン
ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
）
（

一
三
〇
メ
ー
ト
ル
）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
三
中

「
一
七
二

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂

五
、
〇

自
動

七
〇

高
速
平
成
一
八
年

自
動
車
道

町
大
椚
六
一
二
番
地
の

二
七

車

（
た

一
二
月
一
四

三
先
か
ら
山
梨
県
南
ア

だ
し

日

ル
プ
ス
市
十
日
市
場
四

、
異

告
示
第
一
二

八
番
地
の
五
先
ま
で
中

常
気

七
号

部
横
断
自
動
車
道
下
り

象
時

線

等
は

五
〇

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

毎
時

と
す

る
。

）

一
七
三

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂

四
〇
七

自
動

五
〇

高
速
平
成
一
八
年

自
動
車
道

町
長
澤
二
、
二
四
一
番

車

一
二
月
一
四

地
の
四
先
か
ら
山
梨
県

日

南
巨
摩
郡
増
穂
町
大
椚

告
示
第
一
二

六
一
二
番
地
の
三
先
ま

七
号

で
中
部
横
断
自
動
車
道

上
り
線

」

を「
一
七
二

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

四
、
八

自
動

七
〇

高
速
平
成
二
五
年

自
動
車
道

川
町
青
柳
町
五
九
一
番

九
〇

車

（
た

三
月
一
八
日

地
一
先
か
ら
山
梨
県
南

だ
し

告
示
第
三
二

ア
ル
プ
ス
市
十
日
市
場

、
異

号

四
八
番
地
の
五
先
（
六

常
気

四
・
三
キ
ロ
ポ
ス
ト
）

象
時

ま
で
の
下
り
線

等
は

五
〇

キ
ロ

メ
ー

ト
ル

毎
時

と
す

る
。

）

一
七
三

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

二
六
〇

自
動

五
〇

高
速
平
成
二
五
年

自
動
車
道

川
町
長
澤
二
、
二
四
一

車

三
月
一
八
日

番
地
の
四
先
（
五
九
・

告
示
第
三
二

八
キ
ロ
ポ
ス
ト
）
か
ら

号

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

川
町
青
柳
町
五
九
二
番

地
一
先
ま
で
の
上
り
線

」

に
、

「
一
七
九

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂

二
八
五

自
動

三
〇

高
速
平
成
一
八
年

自
動
車
道

町
大
椚
六
一
二
番
地
の

車

一
二
月
一
四

三
先
か
ら
山
梨
県
南
巨

日

摩
郡
増
穂
町
大
椚
四
八

告
示
第
一
二

五
番
地
の
四
先
ま
で
中

七
号

部
横
断
自
動
車
道
上
り

線
（
上
り
増
穂
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
流
出
ラ
ン

プ
ウ
ェ
イ
）

一
八
〇

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

二
八
五

自
動

三
〇

高
速
平
成
二
三
年

自
動
車
道

川
町
大
椚
七
二
七
番
地

車

七
月
二
八
日

の
三
先
か
ら
山
梨
県
南

告
示
第
六
六

巨
摩
郡
富
士
川
町
大
椚

号

山
梨
県
公
報
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千
三
百
七
号
　
　
平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

二
〇
四



六
一
二
番
地
の
三
先
ま

で
中
部
横
断
自
動
車
道

下
り
線
（
下
り
増
穂
イ

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
流
入

ラ
ン
プ
ウ
ェ
イ
）

」

を「
一
七
九

増
穂
イ
ン

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

一
、
一

自
動

三
〇

高
速
平
成
二
五
年

タ
ー
チ
ェ

川
町
青
柳
町
五
九
二
番

九
〇

車

三
月
一
八
日

ン
ジ
（
中

地
一
先
か
ら
山
梨
県
南

告
示
第
三
二

部
横
断
自

巨
摩
郡
富
士
川
町
青
柳

号

動
車
道
上

町
一
、
五
六
八
番
地
二

り
線
オ
フ

先
（
増
穂
イ
ン
タ
ー
チ

ラ
ン
プ
ウ

ェ
ン
ジ
入
口
交
差
点
東

ェ
イ
）
及

側
）
ま
で
の
上
り
線

び
国
道
五

二
号
上
り

線
（
増
穂

イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ

取
付
道
路

）

一
八
〇

増
穂
イ
ン

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

一
、
一

自
動

三
〇

高
速
平
成
二
五
年

タ
ー
チ
ェ

川
町
青
柳
町
一
、
五
六

八
〇

車

三
月
一
八
日

ン
ジ
（
中

八
番
地
二
先
（
増
穂
イ

告
示
第
三
二

部
横
断
自

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
入
口

号

動
車
道
下

交
差
点
東
側
）
か
ら
山

り
線
オ
ン

梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川

ラ
ン
プ
ウ

町
青
柳
町
五
九
一
番
地

ェ
イ
）
及

一
先
ま
で
の
下
り
線

び
国
道
五

二
号
下
り

線
（
増
穂

イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ

取
付
道
路

）

」

に
改
め
る
。

別
表
第
四
中

「
九

中
部
横
断

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市

五
、
七

自
動

終
日

高
速
平
成
一
八
年

自
動
車
道

十
日
市
場
一
、
五
六
五

九
七

車

一
二
月
一
四

番
地
の
三
先
か
ら
山
梨

日

県
南
巨
摩
郡
増
穂
町
大

告
示
第
一
二

椚
四
八
五
番
地
の
四
先

七
号

ま
で
の
中
部
横
断
自
動

車
道
上
り
線

一
〇

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
増
穂

五
、
七

自
動

終
日

高
速
平
成
一
八
年

自
動
車
道

町
大
椚
七
二
七
番
地
の

九
七

車

一
二
月
一
四

三
先
か
ら
山
梨
県
南
ア

日

ル
プ
ス
市
十
日
市
場
一

告
示
第
一
二

、
五
六
三
番
地
の
七
先

七
号

ま
で
の
中
部
横
断
自
動

車
道
下
り
線

」

を「
九

増
穂
イ
ン

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

八
三
〇

自
動

終
日

高
速
平
成
二
五
年

タ
ー
チ
ェ

川
町
青
柳
町
一
、
五
六

車

三
月
一
八
日

ン
ジ
（
中

八
番
地
二
先
（
増
穂
イ

告
示
第
三
二

部
横
断
自

ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
入
口

号

動
車
道
オ

交
差
点
東
側
）
か
ら
山

ン
・
オ
フ

梨
県
南
巨
摩
郡
富
士
川

ラ
ン
プ
ウ

町
青
柳
町
六
九
六
番
地

ェ
イ
）
及

一
先
（
上
下
線
分
離
部

び
国
道
五

）
ま
で
の
両
側

二
号
（
増

穂
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン

ジ
取
付
道

山
梨
県
公
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千
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路
）

一
〇

中
部
横
断

山
梨
県
南
巨
摩
郡
富
士

五
、
五

自
動

終
日

高
速
平
成
二
五
年

自
動
車
道

川
町
青
柳
町
六
五
五
番

八
〇

車

三
月
一
八
日

及
び
増
穂

地
先
（
上
下
線
合
流
部

告
示
第
三
二

イ
ン
タ
ー

）
か
ら
山
梨
県
南
ア
ル

号

チ
ェ
ン
ジ

プ
ス
市
十
日
市
場
一
、

（
中
部
横

五
六
三
番
地
の
三
先
ま

断
自
動
車

で
の
両
側

道
オ
ン
・

オ
フ
ラ
ン

プ
ウ
ェ
イ

）

」

に
改
め
る
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者
規
程
第
一
号

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
十
八
日

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者

山
梨
県
産
業
労
働
部
長
　
　
新
　
　
津
　
　
　
　
　
修

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
学
則
（
昭
和
五
十
六
年
山
梨
県
立
宝
石
美
術
専
門
学
校
管
理
者
規
程

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
及
び
休
学
」
を
「
、
休
学
及
び
除
籍
」
に
、「
第
十
七
条
」
を
「
第
十
八
条
」
に
、「
第

十
八
条
」
を
「
第
十
九
条
」
に
、
「
第
十
九
条
・
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
条
・
第
二
十
一
条
」
に
、

「
第
二
十
一
条
―
第
二
十
四
条
」
を
「
第
二
十
二
条
―
第
二
十
五
条
」
に
、「
第
二
十
五
条
・
第
二
十

六
条
」
を
「
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
」
に
改
め
る
。

「
第
五
章
　
入
学
、
退
学
及
び
休
学
」
を
「
第
五
章
　
入
学
、
退
学
、
休
学
及
び
除
籍
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
十
八
条
か
ら
第
二
十
五
条
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

五
章
中
第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
除
籍
）

第
十
八
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
校
長
に
よ
り
除
籍
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。

一
　
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
在
学
期
間
を
超
え
た
者

二
　
第
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
学
期
間
を
超
え
た
者

三
　
正
当
な
理
由
が
な
く
授
業
料
を
滞
納
し
、
か
つ
、
督
促
を
受
け
た
後
引
き
続
き
納
付
す
べ
き
授

業
料
を
納
付
し
な
い
者

附
　
則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

発
行
者
　
　
山
　
梨
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